
  
 

一

 
 

 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
児
童
福
祉
法
第
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
中
「
数
は
、
」

の
下
に
「
各
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
内
の
人
口
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
（
以
下
単
に
「
児
童
虐
待
」
と
い
う
。
）
に
係
る
相
談
に
応
じ
た
件
数
、
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
里
親
へ
の
委
託
の
状
況
及
び
市
町
村
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
条
件
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
の
十
の
二
第
一
項
中
「
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

 

関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
議
会
か
ら
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力

の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

  
 

二

 
 

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

 
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

第
三
十
三
条
の
十
二
第
二
項
中
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
同
法
」
を
「
児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
四
号
中
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 
 

第
四
十
七
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

 

た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

第
三
条
中
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
相
互
間
」
の
下
に
「
又
は
関
係
地
方
公
共
団
体
相
互
間
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に「
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）、

学
校
及
び
医
療
機
関
の
間
」
を
加
え
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 



  
 

三

 
６ 

児
童
相
談
所
の
所
長
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
が
住
所
又
は
居
所
を
当
該
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
外
に
移
転
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
児
童
の
家
庭
環
境
そ
の
他
の
環
境
の
変
化
に
よ
る
影
響
に
鑑
み
、
当
該
児
童
及
び
当
該
児
童

虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
つ
い
て
、
そ
の
移
転
の
前
後
に
お
い
て
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
が
切
れ
目
な
く
行

わ
れ
る
よ
う
、
移
転
先
の
住
所
又
は
居
所
を
管
轄
す
る
児
童
相
談
所
の
所
長
に
対
し
、
速
や
か
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を

行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
た
児
童
相
談
所
長
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
が
速
や
か
に
当
該
情

報
の
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項

を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で



 

  
 

四

を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

 
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
は
、
児
童
虐
待
を
行
っ
た
保
護
者
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

二
号
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
導
を
行
う
場
合
は
、
当
該
保
護
者
に
つ
い
て
、
児
童
虐
待
の
再

発
を
防
止
す
る
た
め
、
医
学
的
又
は
心
理
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
六
項
中「
（
第
一
項
」

を
「
（
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
七
項
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三

条
第
一
項
中
「
見
込
ま
れ
る
効
果
」
の
下
に
「
、
当
該
児
童
の
家
庭
環
境
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
」
を
「
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
中
「
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
附
則
第
四
条
」
の

下
に
「
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
」



  
 

五

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
平
成
三
十
五
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
五
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
条
中
「
平
成
三
十
一
年
法
律
第 

 
 

号
」
を
「
令
和
元
年
法
律
第 

 
 

号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
七
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条

第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
の
施
設
」
を
「
に
規
定
す
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
」
に
、
「
第
七
項
」

を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
児
童
が
」
を
「
児

童
の
意
見
を
聴
く
機
会
及
び
児
童
が
自
ら
」
に
改
め
、
「
構
築
」
の
下
に
「
、
児
童
の
権
利
を
擁
護
す
る
仕
組
み
の
構
築
」
を

加
え
、
「
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一

項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

政
府
は
、
速
や
か
に
、
児
童
相
談
所
の
職
員
の
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
措
置
、
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
四
に
規

定
す
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
及
び
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
委
託
を
受
け
て
一
時
保
護
を
行
う
者
の

量
的
拡
充
に
係
る
方
策
、
当
該
施
設
又
は
当
該
者
が
行
う
一
時
保
護
の
質
的
向
上
に
係
る
方
策
そ
の
他
の
児
童
相
談
所
の
体

制
の
強
化
に
対
す
る
国
の
支
援
そ
の
他
の
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を



 

  
 

六

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐
待
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
児
童
虐
待
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
方
策
、
児
童
虐
待
を
受

け
た
児
童
の
保
護
及
び
自
立
の
支
援
並
び
に
保
護
者
に
対
す
る
指
導
及
び
支
援
の
在
り
方
そ
の
他
の
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
六
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
検
討
等
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。 

第
八
条 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
通
報
の
対
象
と
な
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
形
態
並
び
に
同
法
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
被
害
者
の
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 



  
 

七

２ 

政
府
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
三
年
を
目
途
に
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
係
る
加
害
者
の
地
域
社
会
に
お
け
る
更
生
の
た

め
の
指
導
及
び
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
児
童
福
祉
司
の
数
の
基
準
に
関
す
る
見
直
し
） 

第
六
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、

児
童
福
祉
司
の
数
に
対
す
る
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
（
次
条
第
八
項
及
び
第
九

項
に
お
い
て
単
に
「
児
童
虐
待
」
と
い
う
。
）
に
係
る
相
談
に
応
ず
る
件
数
が
過
重
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
な
見

直
し
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 


